
Ｎｏ． 学　校　名 要　望　内　容 陳情

1 鷹巣小学校 振興局向かい、東中岱交差点へのガードの設置 新：Ｐ連

ガードパイプ
整備済み

本交差点に設置されている歩車道境界ブロックや側溝、点字ブロック等
の配置状況を確認の上、安全対策の実施に向けた検討を進める。

地域振興
局建設部

2 鷹巣小学校 鷹巣小学校プール角丁字路の電柱へのカーブミラーの設置 新：Ｐ連

カーブミラー設
置済み

電力柱への共架調整が済み次第、今年度中に整備する。
→カーブミラー設置済み

市生活課

3 鷹巣東小学校 学校グラウンド横用水路への蓋の設置 新：Ｐ連

看板設置済み
用水路については、管理上、蓋の設置が困難なため、児童が近付かな
いよう周知する看板を設置する。学校からも児童への指導をお願いする
とともに、保護者へ周知願いたい。

学校教育
課

4 鷹巣東小学校 学校から太田児童館へ向かう道路の路側帯整備 継：Ｐ連

整備済み
現地にて段差を確認したため、対策を講じる。水田と隣接していることか
ら、稲刈り終了後に実施する。

市建設課

5 鷹巣東小学校 栄岩坂会館への坂道へのガードレール増設 新：学校

取り下げ
基本的にガードレールは車のためのものである。この場所が通学路では
ないため、学校で取り下げ。

取り下げ

6 鷹巣東小学校 髙野尻の用水路柵補強 新：学校

検討中 土地改良区と建設課で協議する。
土地改良
区
市建設課

7 鷹巣東小学校 栄字向前田の川へのフェンス設置 新：学校

取り下げ 通学路ではないため、学校で取り下げ。 取り下げ

令和元年度 通学路の危険箇所一覧
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8 鷹巣東小学校 栄字掛泥の用水路へのガード補修 新：学校

取り下げ 通学路ではないため、学校で取り下げ。 取り下げ

9 綴子小 綴子田中バス停横のがれきの撤去 継：Ｐ連

整備予定
バス停脇ブロック塀のがれきについては、個人所有物であるため、所有
者に対して、学校及び学校運営協議会から働きをお願いする。

学校
学校運営
協議会

10 綴子小 綴子田中バス停指標と待合室の修理 継：Ｐ連

整備済み

バス停標識については、7月24日秋北バスにおいて撤去、新設済み。
現在のバス待合所については、自治会によって設置されたものである。
秋北バスから自治会へ状況を知らせたところ、自治会において回収等実
施をするとの回答を得ているが、市としても不安なく利用できる状況にな
るよう支援する。

秋北バス
自治会
総務課

11 綴子小 校門と学校敷地の間の道路修理
新:学校・
保護者

整備済み パッチング補修済み。 市建設課

12 鷹巣中央小 鷹巣南中前の横断歩道を地下道に 新：P連

ドットライン整
備済み

合同点検の結果、地下道の設置ではなく、横断歩道から５０～１００ｍあ
たりの看板設置や横断歩道近くのドットラインなどの対策を検討する。

地域振興
局建設部

13 鷹巣中央小 空き家対策 新：学校

対応済み
学校で児童の指導を徹底する。地域の民生委員児童委員から自治会等
に対して見守りを依頼。個別対応については北秋田警察署と連携する。
→対応済み

学校
民生委員
児童委員
北秋田警
察署
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14 鷹巣中央小 脇神藤株囲ノ内、高村岱の横断歩道の塗り直し 新：学校

整備予定 両方とも秋田県警本部に報告済み。来年度の要望に挙げる。
北秋田警
察署

15 鷹巣中央小 脇神字米ノ岱の中央公園野球場脇の街灯の増設 新:学校

取り下げ
自治会等の集落で増設することを基本とする。合同点検実施後、関係者
の協議で必要感が高くないと判断。

取り下げ

16 鷹巣中央小 脇神字米ノ岱の除草 新:学校

整備済み 側溝から生えている草であるため、除草する。 市建設課

17 鷹巣中央小 脇神字米ノ岱、脇神字平崎上岱のブロック蓋の修理 新:学校

整備予定
詳しい場所を学校から市建設課に情報提供を受けた後、建設課で対応
する。

市建設課

18 鷹巣中央小 脇神字平崎上岱ハンユーミナミ横へのカーブミラーの設置 新:学校

整備済み
合同点検を実施した結果、歩行者信号があり、待機するスペースもある
ことから、設置は不要と判断した。
なお、視界を遮っていた看板は設置者にお願いして、移動済み。

不要と判
断

19 鷹巣南小学校 松前商店前の横渕側からの横断について 継：Ｐ連

整備済み
昨年度、横断歩道前の区間の減速を促すためのドットラインを設置済
み。今後安全性向上のため、路面標示を追加設置する。

地域振興
局建設部

20 鷹巣南小学校 鷹巣南小学校周辺の熊の駆除 継：Ｐ連

整備済み

有害鳥獣による被害防止対策として、北秋田市鳥獣被害対策実施隊に
よる緩衝帯整備活動（草刈り）を鷹巣南小学校周辺で実施し、クマ出没の
抑止に努めている。また、人家周辺での目撃情報等緊急の対応が求め
られる場合には迅速な有害個体の捕獲を行い、人身被害の未然防止に
努めていく。
人家周辺での出没目撃があった際には、防災ラジオや教育委員会を通
じた緊急連絡網により情報提供を行う。

農林課
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21 米内沢小 米内沢字東川向の農業用水路分岐点の枡に蓋の設置 継：Ｐ連

整備予定
分水桝（桝の上下流数メートルを含む）について、短観等により柵を設置
することを検討する。柵の設置は令和２年度の用水通水前を予定してい
る。

北秋田市
土地改良
区

22 前田小 阿仁前田字下川端１０３のグリーンベルト補修 新：Ｐ連

整備済み
前田小学校線（前田小学校前まで）及び阿仁前田停車場線（起点から前
田小学校線の起点まで）について、外側線の整備済み。

生活課

23 前田小 小又字上川原１０－１のガードレール修理 新：Ｐ連

検討中 建設課で再度点検の上、対応を検討する。 市建設課

24 阿仁合小学校 阿仁銀山字上新町５７の危険家屋への対策 継：Ｐ連

整備予定

空き家等の管理は、所有者等が自らの責任において適切に対応するこ
とが前提となるが、倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある空き家等
に対しては「空き家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき所定の
施策を講ずることとなる。要望の空き家については、調査の上、所有者等
に対し適切な管理をしていただくよう対応する。

市総務課

25 阿仁合小学校 阿仁銀山字上新町８５の空き地ブロック塀の撤去 新：Ｐ連

整備予定
当該ブロックについては個人所有物である。市としても所有者に対し適切
に管理していただくよう呼びかけを行う。学校及び学校運営協議会からも
働きかけをお願いしたい。

市総務課

26 大阿仁小 阿仁比立内梨木台の用水路への転落防止 新：学校

整備済み 用水路のない側を歩くよう、学校で指導を徹底する。 学校

27 合川小

横断歩道の塗り直し
①合川ローソン前交差点、②合川支所前交差点、③合川郵便局前交差
点、④合川児童クラブ前、⑤森吉－二ツ井線と、堂川－川井線の交差点
から役200m米内座w方向の交差点、⑥森吉-二ツ井線と堂川－川井線
の交差点、⑦森吉-二ツ井線と旧合川高校から下りてきた交差点

新：Ｐ連

整備予定 ７箇所とも秋田県警本部に報告済み。来年度の要望に挙げる。
北秋田警
察署
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28 合川小 下杉字塚の台７－１のブロック塀の補修の呼びかけ 新：学校

整備予定
学校からも既に所有者に対して補修を呼びかけており、併せて危機管理
係からも所有者に対策を促す。

市総務課

29 鷹巣中 坊沢字下上野、学校前の直線道路の路側帯白線塗り直し 新：P漣

整備予定 令和2年度の整備に向け準備を進める。 市生活課

30 鷹巣南中学校

藤株－鷹巣橋間の市道の市道
①歩道が切れている箇所の外側線を中央線よりに引いてほしい、②横断
歩道の塗り直し、③除草、④ドライバーへの注意喚起の看板設置、⑤歩
道への自転車通行可等の道路標識の設置

新：Ｐ連

検討中

現状の車道幅員を狭くすることは道路法及び車両制限令の規定により困
難と考えるが、外側線については、市生活課で塗り直しを検討する。
横断歩道については北秋田警察署から秋田県警本部に報告済みであ
り、来年度の要望に挙げる。道路標識は鷹巣橋から藤株地区まで５か所
に設置済み。
注意喚起の看板については教育委員会で検討する。

市生活課
北秋田警
察署
教育委員
会

31 鷹巣南中学校
鷹巣橋－あかね美容院付近交差点までの市道
①自転車が安全に通行できるように外側瀬を中央線よりに引いてほし
い、②ドライバーへの注意喚起の看板の設置

新：Ｐ連

検討中

現状の車道幅員を狭くすることは道路法及び車両制限令の規定により困
難と考えるが、外側線については、市生活課で塗り直しを検討する。
横断歩道については北秋田警察署から秋田県警本部に報告済みであ
り、来年度の要望に挙げる。
注意喚起の看板については教育委員会で検討する。

市生活課
北秋田警
察署
教育委員
会
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32 鷹巣南中学校
県道24号鷹巣川井堂川線、縄文の湯付近の交差点への横断歩道の設
置とドライバーへの注意喚起の看板設置

新：Ｐ連

整備済み 横断歩道を設置済み。
北秋田警
察署
市生活課

33 合川中学校 羽根山字屋布岱　桜渡橋の交差点への注意喚起の看板設置 新：Ｐ連

整備済み
自治会を通して周知していただく。横断歩道ありの標識は設置済みであ
るが、教育員会から注意喚起の看板を提供する。

北秋田警
察署
市生活課
学校教育
課

34 合川中学校 主要地方道二ツ井森吉線、松ヶ丘団地内の交差点への注意喚起看板設 継：Ｐ連

取り下げ

看板の設置、道路への縁石の設置など、安全確保について検討したが、
縁石の設置は除雪の関係で地元住民の反対があり、困難。学校から看
板の設置希望を取り下げる意向があったため、今後は地元交番にパト
ロール強化を依頼するなどして違法駐車の防止に努める。

地域振興
局建設部

35 合川中学校
松ヶ丘団地交差点から川井字狐沢に向かう道路の側道の除草と枯れ葉
の撤去

新：学校

整備予定
ＰＴＡの協力により、学校で除草や枯れ草の撤去に努める。状況に応じて
建設課でも除草・撤去に取り組みたい。

学校
市建設課
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